
令和２年度 第８回 津有区地域協議会 

次 第 
 
                    日時：令和 2年 12月 21日(月) 午後 6時 30分～ 

                    会場：津有地区公民館 大会議室 
 

                                      延べ 1時間 
 

１ 開  会                                   
                             【2分】 

 

 
 

２ 議  題                                   
 ⑴ 協議事項                                 【65分】 

  ① 自主的審議について                          

   ・町内会長との意見交換会について 

 

 

 

  ② 令和 3年度地域活動支援事業の採択方針等の検討について          

 

 

 

３ そ の 他                                   
 ⑴ 次回開催日の確認等                            【3分】 

   ➢ 日時   ： 月 日（ ）午後 6時 30分から 

   ➢ 開場   ：津有地区公民館 大会議室 

   ➢ 内容（案）：自主的審議について 

 
 

 ⑵ その他 

 

４ 閉  会                                   



 

 

※下線部は前回資料からの変更・追加箇所 

１ 開催の趣旨                                    

  ① 自主的審議について 

     地域の課題等に係る自主的な審議において、地域の実情を踏まえて議論するため、

まちづくりの中核を担う町内会長の意見を聴取するもの。 

  ② 地域協議会について 

     町内会長に地域協議会に対する理解を深めてもらうことで、今後の連携の糸口とす

るもの。 

 

２ 意見交換のテーマ                                 

   地域の課題等について（課題の状況、対応策等） 

   ※津有区地域協議会で検討した「津有区の課題・特長」及び「過去の地域との意見交換

で出た意見の整理」を資料として事前配布する。 

 

３ 日時・会場（町内会長協議会との調整後に決定）                   

  ○ 日時（未定）  令和 3 年 2 月下旬（2 時間程度） 

  ○ 会場（未定）  津有地区公民館 2 階 大会議室 

 

４ 出席者                                      

  ① 津有地区の町内会長（全 32 町内会） 

  ② 津有区地域協議会委員（12 人） 

※欠席の町内会には、書面で意見を頂戴する。 

 

５ 実施方法                                     

 ⑴ 当日の進め方 

  ① 次第（案） 

   別紙【資料 1-2】のとおり 

 

 ⑵ 配布資料（事前送付） 

   ・次第 

   ・地域協議会についての説明資料 

   ・地域協議会で検討した津有区の課題・特長の一覧 

   ・過去の地域との意見交換（H28・H29）で出た意見の整理 

   ・意見交換メモ 

   ・配席図 

 

 ⑶ 意見交換会終了後の対応 

  ① 地域の課題等を整理し、自主的審議テーマの決定に係る議論の基礎資料とする。 

計 43 人（重複者 1 人） 
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津有地区町内会長と津有区地域協議会委員との意見交換会実施計画（案） 



（案） 

津有地区町内会長と津有区地域協議会委員との意見交換会 

次  第 

                          日時：令和 3年 月 日( )  

                             午後 時 分から 

                          会場：津有地区公民館 大会議室 

 

                                     延べ 2時間 

１ 開  会                                  

                                 （進行：事務局） 

 ⑴ あいさつ 

  ・ 津有区地域協議会    会長 藤本 孝昭                 ② 

  ・ 津有地区町内会長協議会 会長 南雲 孝一 様               ③ 
 

 ⑵ 自己紹介 

  ➢ 地域協議会（名簿順）、町内会長（名簿順）に一言ずつ自己紹介。 

   （協議会 12人＋町内会長 31人＋事務局 3人）×約 13秒            ⑩ 

 

２ 議  題                                  

                                  （進行：会長） 

 ⑴ 津有区地域協議会について 

  ➢ (事務局)資料に基づき、協議会の役割とこれまでの活動について説明。     ⑤ 
 

 ⑵ 本日の意見交換について 

  ➢ (事務局)資料に基づき、自主的審議の状況と本日の進め方について説明。    ⑤ 

  ➢ 質疑応答 
 

 ⑶ 意見交換（グループワーク）                         ㊵ 

  ➢ 町内会長が考える課題や特長を把握する。 

  ➢ 課題や特長を踏まえ、必要な取組について意見交換する。 

  ➢ (出席者) 名簿のグループに分かれ、グループごとに、「課題や特長」「必要

な取組」について意見交換し、様々な意見について認識を共有する。 
 

 ⑷ 発表 

  ➢ グループワークの内容を各グループから発表する。     5分×6グループ＝㉚ 
 

 ⑸ フリートーク 

  ➢ 質疑を含め、意見交換した内容について全体で自由に意見交換する。      ⑳ 
 

 ⑹ 講評 

  ・ 中部まちづくりセンター センター長 本間 綾子              ③ 

 

３ 閉  会                                  

                                 （進行：事務局） 

 ⑴ あいさつ 

  ・ 津有区地域協議会 副会長  田中 博三                  ② 
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令和 3 年度地域活動支援事業に係る採択方針の検討について（津有区） 

検討 

項目 
令和 2 年度の状況 令和 3 年度の方針 

採
択
方
針 ( 

募
集
す
る
テ
ー
マ )  

○募集要項の文言 

  津有区では、住民の皆さんが行う「身近な地域の課題解決や活力向上」のために

行うまちづくり活動で、次のテーマに沿った取組を特に募集します。 

 

○募集テーマ 

  ■ 子どもを産み育てる環境整備に役立つもの 

  ■ 高齢者が安心して暮らせる環境整備に役立つもの 

  ■ 住民の健康・福祉増進、子育て、青少年健全育成に役立つもの 

  ■ 地域コミュニティ活動の推進が期待できるもの 

  ■ 津有区の自然や産業を活かし、地域の活性化が期待できるもの 

  ■ 地域の観光・文化施設や史跡などの PR に役立つもの 

  ■ 地域の環境安全、景観美化に役立つもの 

  ■ 住民の安全・安心確保が期待できるもの 

★第 3 回地域協議会（課題の洗い出し）で出た意見 

 ・8 つのテーマを集約してある程度まとめてはどうか。 

  ・すべて集約してしまうとあまりにも大まかになってしまうため、集約ではなくテーマを

増やしたり、一部のテーマに特化した採択方針にしてもよいと思う。 

  ・まだ地域協議会委員 1 年目であるため、テーマの変更はもう少し慣れてからでもよいの

ではないか。具体的に自分たちの方針が定まってからテーマを設定したほうがよい。 

  ・津有区の現状や課題を踏まえてテーマを議論したい。 

 

 ★協議ポイント  

  ・地域協議会として提案を求める事業が明確になっているか。 

（提案者にとって分かりやすい内容かどうか。） 

 

 【協議結果】  

□令和 2 年度と同様  ・  □見直す（変更内容は下記のとおり） 

 

 

補
助
率 

○補助率 

10/10 以内 

 □令和 2 年度と同様  ・  □見直す（変更内容は下記のとおり） 

補
助
額 

○補助金の限度額 

 上限：なし 下限：５万円 

 □令和 2 年度と同様  ・  □見直す（変更内容は下記のとおり） 

募
集
期
間 

○募集期間 

令和 2 年 4 月 1 日（水）～ ４月２４日（金） 24 日間 

 

 令和 3 年４月１日（木） ～  月  日  （ ） 

 

 締切候補日：4 月 23 日（金）23 日間  ・  4 月 26 日（月）26 日間 

配
点 

 ○津有区の配点 

・公益性、必要性、実現性、参加性、発展性の各項目 5 点（傾斜配点なし） 

 ★協議ポイント  

  ・津有区として特に重視したい項目がある場合、傾斜配点することが可能。 

 

 【協議結果】  

 □令和 2 年度と同様  ・  □見直す（変更内容は下記のとおり） 

 

 

資料３ 

裏面あり 
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検討 

項目 
令和 2 年度の状況 令和 3 年度の方針 

ヒ
ア
リ
ン
グ 

○書面による質問・回答 

  ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面でのヒアリングから、書面での

質問・回答に変更した。（令和 2 年度第 1 回地域協議会で決定） 

★第 3 回地域協議会（課題の洗い出し）で出た意見 

  ・直接提案者と会って話をしないと、質問したいことがうまく聞けず、後から疑問が出て

きたということがあった。 

  ・提案者の生の声を聞きたい。 

 ★協議ポイント  

・令和元年度までの実施方法は以下のとおり 

提案のあった全事業についてヒアリングを実施する。 

・提案者から事業概要を説明後、質疑応答を行う。 

・土木工事など、提案内容によっては必要に応じて別日に現場でのヒアリングを実施 

 【協議結果】  

 □令和 2 年度と同様  ・  □見直す（変更内容は下記のとおり） 

 

 

追
加
募
集 

○追加募集を実施しない。 

  ・令和元年度から応募の手引きに、残額に関わらず追加募集を実施しない旨を 

明記した。（令和元年度の残額：1,367 千円、令和２年度の残額：427 千円） 

 

○追加募集を廃止した理由 

・当初募集の採択後に募集を開始するため、事業の実施期間が短い。 

   ・提案件数が少ない。（追加募集をしても提案があるか分からない。） 

   ・提案したい団体は当初募集で提案するはずである。 

 □令和 2 年度と同様  ・  □見直す（変更内容は下記のとおり） 

そ
の
他 

― 

★第 3 回地域協議会（課題の洗い出し）で出た意見 

【現場確認について】 

・事業の採択前に提案された現場を確認したい。 

・集団でなくとも、委員証を提示して個々で現場を見に行くことが可能である。 

・採択前ではなく、採択後にどのように活用されているかを確認することも可能である。 

 

 ★協議ポイント  

・事業の採択前に協議会の活動として集団で現場を確認するか、個々の活動とするか。 

・その他、津有区として補助対象外とする経費や事業等はないか。 

 

 【協議結果】  
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令和 3 年度地域活動支援事業に係る審査方法の検討について（津有区） 

検討 

項目 
令和 2 年度の状況 令和 3 年度の方針 

不採択と 

なる基準 

〇下記の基準に基づき、自動的に不採択となる事業を決定 

・基本審査の適合性判定において、審査する委員の過半数が不適合とした事業は 不採択とする。 

（基本審査で適合しないとした委員は、共通審査基準（配点）の全項目を 0 点として扱い平均点を

算出する。） 

 

□令和 2 年度と同様   □見直す（下記のとおり） 

 

評価の低い

事業となる

基準 

〇下記の基準に基づき、評価の低い事業を決定 

・採択方針の適合性判定において、委員の過半数が不適合とした事業は評価の低い事業とする。 

・共通審査基準の配点において、平均点が 1 つでも 2 点未満の事業は評価の低い事業とする。 

 

□令和 2 年度と同様   □見直す（下記のとおり）  

採択事業の

決定等 

〇順位付けの方法 

・過半数の委員が採択方針の 8 つのテーマのいずれかに適合すると判断する事業を「共通審査基準

の得点（平均点の合計）が高い順」に順位付けを行う。 

 

〇評価の低い事業の取り扱い 

・順位付けを行わず、協議会で採否を協議する。 

 

□令和 2 年度と同様   □見直す（下記のとおり） 

 

委員が提案

者の場合の

審査 

〇審査の制限 

 ・津有区では、委員が提案者（提案団体の代表者）の場合、公平性を期すため、 

  当該事業に係る採点等の審査から除外する。 

 ・ただし、構成員であれば審査は可能となる。 

□令和 2 年度と同様   □見直す（下記のとおり） 
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令和 3 年度地域活動支援事業 事前説明会 

 実施計画（案） 

 

１ 目 的                                      

新年度の地域活動支援事業の募集に向けて、制度・提案要項等の説明及び採択事業の

紹介等を行うことで、より多くの提案を促す。 

 

２ 開催日及び会場                                 

・開催日：令和３年３月  日（ ）午後 6 時 30 分から（40 分程度） 

      ※昨年度は新型コロナウイルスの影響で中止 

 ・会 場：津有地区公民館 大会議室（上越市平成町 533 番地 1） 

 

３ 内 容                                    

（1）開 会（5 分） 

  ・中部まちづくりセンター長あいさつ 

  ・藤本会長あいさつ（地域協議会の活動内容の紹介を含む） 

（2）地域活動支援事業について（35 分） 

  ・令和 3 年度の募集要項（案）、採択方針、提案書の作成方法等説明（15 分） 

  ・説明に対する質疑応答（10 分） 

・制度や募集等全般についての要望等の聴取（10 分） 

（3）閉 会（2 分） 

  ・田中副会長あいさつ 

（4）個別相談（閉会後） 

  ・中部まちづくりセンター職員が対応 

 

４ 出席者                                    

・津有区内に在住する市民 

・津有区内で活動する各種団体 

・津有区地域協議会委員（正副会長以外は任意） 

・中部まちづくりセンター職員 

 

５ 広報周知                                   

 ・地域協議会だよりに開催の案内を掲載（1/25 号広報上越に合わせて班回覧） 

・各団体代表者に案内状送付（過去の提案団体等） 

・地域協議会委員による声がけ☜ご協力をお願いします 
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